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医療提供体制の現状
（病院・診療所）
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医療施設数の年次推移
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」
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病床の種類別にみた病院病床数の年次推移

注：１）「一般病床」は、平成４年までは「その他の病床」であり、平成５年～平成１２年は「その他の病床」のうち「療養型病床群」
を除いたものであり、平成１３・１４年は「一般病床」及び「経過的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を除く。）」である。

２）「療養病床」は、平成１２年までは「療養型病床群」であり、平成１３・１４年は「療養病床」及び「経過的旧療養型病床群」である。
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」
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　  各年10月1日現在

構成割合 (%)：病床数

　病　　　院 9,026 9,077 1,631,473 1,631,553  100.0  100.0 100.0 100.0

  国 294 304 125,295 127,083  3.3  3.3 7.7 7.8

　公的医療機関 1,362 1,377 351,254 355,196  15.1  15.2 21.5 21.8

  社会保険関係団体 129 129 37,525 37,353  1.4  1.4 2.3 2.3

  医療法人 5,695 5,644 839,354 830,289  63.1  62.2 51.4 50.9

　個　人 677 760 61,842 69,477  7.5  8.4 3.8 4.3

  その他 869 863 216,203 212,155  9.6  9.5 13.3 13.0

　一般診療所 97,442 97,051 167,000 181,001  100.0  100.0 100.0 100.0

  国 633 620 2,395 2,362  0.6  0.6 1.4 1.3

　公的医療機関 3,964 4,119 3,071 3,381  4.1  4.2 1.8 1.9

  社会保険関係団体 750 776 44 45  0.8  0.8 0.0 0.0

  医療法人 30,941 29,528 95,017 97,706  31.8  30.4 56.9 54.0

　個　人 50,693 51,730 64,674 75,481  52.0  53.3 38.7 41.7

  その他 10,461 10,278 1,799 2,026  10.7  10.6 1.1 1.1

　歯科診療所 66,732 66,557 164 168  100.0  100.0  100.0  100.0 

  国 2 1  0.0  0.0 

　公的医療機関 304 310  0.5  0.5 

  社会保険関係団体 13 13  0.0  0.0 

  医療法人 8,971 8,281  13.4  12.4 

　個　人 57,110 57,610  85.6  86.6 

  その他 332 342  0.5  0.5 

 合計 173,200 172,685 1,798,637 1,812,722

平成17年
(2005)

平成16年
(2004)

平成17年
(2005)

平成16年
(2004)

施設数 構成割合(%)：施設数病床数

平成17年
(2005)

平成16年
(2004)

平成17年
(2005)

平成16年
(2004)

開設者別にみた施設・病床数

○ 個人及び民間医療機関（医療法人）は、設立した病院数で見ると6,372施設で、全病院の70.6％を占め
ており、また、病床総数で見ると、病院と診療所の合計1,060,887床で、全病床数(1,798,637床）の60％

を占めており、日本の医療の中核を担っている。

○ しかしながら、施設数と病床数のシェアの違いからわかるように中小病院が多い。

○ 大規模病院においては、公的病院が多い。

○ 一般診療所は、民間医療機関、とくに個人診療所のシェアが圧倒的に高い。

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」
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総数 国 都道府県 市町村
自治体以外の
公的医療機関

病院数 9,077 304 312 762 303

病床数 1,631,553 127,083 87,201 167,045 100,950

一病院当たり病床数 180 418 279 219 333

中央値の所在する区分 100～149 300～399 200～299 150～199 300～399

一般病院一院当たり診療科数 8.7 14.1 12.4 11.3 14.8

社保・共済 公益法人 医療法人 学校法人 個人

病院数 129 400 5,644 100 760

病床数 37,353 94,892 830,289 52,194 69,477

一病院当たり病床数 290 237 147 522 91

中央値の所在する区分 200～299 150～199 100～149 400～499 50～99

一般病院一院当たり診療科数 14.1 10.5 7.3 16.4 6.0

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」（平成17年）

開設者主体別病院数、平均病床数、診療科数の比較
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開設主体別・病院の病床規模別分布
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（注）曲線は、概ね１５０床未満の病院の構成割合である。

開設者主体別・病院の病床規模別分布

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」（平成17年）
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」

診療所の開設・廃止の年次推移
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診療所における「時間外」の報酬算定回数
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会医療診療行為別調査」

診療所（特に無床）が増加している中、全体に減少傾向
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診療所における「休日」の報酬算定回数
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会医療診療行為別調査」

診療所（特に無床）が増加している中、全体に減少傾向
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診療所における「深夜」の報酬算定回数
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会医療診療行為別調査」

診療所（特に無床）が増加している中、全体に減少傾向
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」

施設数
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分娩を実施した施設数（総数） 分娩を実施した病院数 分娩を実施した診療所数

平成 ８年 3991 1720 2271

平成１１年 3697 1625 2072

平成１４年 3306 1503 1803

平成１７年 2933 1321 1612

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成　８年 平成１１年 平成１４年 平成１７年

分娩を実施した施設数（総数）

分娩を実施した病院数

分娩を実施した診療所数

分娩実施施設数の変遷

平成８年から平成１７年において、分娩実施施設数は病院、診療所いずれにおいても、
減少傾向である。

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」（平成17年）

特定機能病院
病院全体に
占める割合

地域医療
支援病院

病院全体に
占める割合

特定機能病院
病床全体に
占める割合

地域医療
支援病院

病床全体に
占める割合

総 数 9,026 100.0% 80 0.9% 106 1.2% 1,631,473 100.0% 71,001 4.4% 44,080 2.7%

20～29床 180 2.0% - - - - 4,412 0.3% - - - -

30～39 396 4.4% - - - - 13,430 0.8% - - - -

40～49 638 7.1% - - - - 28,052 1.7% - - - -

50～99 2,344 26.0% - - - - 169,652 10.4% - - - -

100～149 1,442 16.0% - - 3 0.2% 174,273 10.7% - - 402 0.2%

150～199 1,274 14.1% - - 8 0.6% 222,370 13.6% - - 1,335 0.6%

200～299 1,149 12.7% - - 25 2.2% 276,848 17.0% - - 5,684 2.1%

300～399 764 8.5% - - 18 2.4% 256,190 15.7% - - 6,134 2.4%

400～499 354 3.9% - - 20 5.6% 155,246 9.5% - - 8,925 5.7%

500～599 207 2.3% - - 14 6.8% 110,685 6.8% - - 7,604 6.9%

600～699 123 1.4% 23 18.7% 5 4.1% 78,771 4.8% 14,122 17.9% 3,240 4.1%

700～799 54 0.6% 7 13.0% 7 13.0% 39,916 2.4% 5,070 12.7% 5,216 13.1%

800～899 34 0.4% 13 38.2% 4 11.8% 28,430 1.7% 10,793 38.0% 3,327 11.7%

900床以上 67 0.7% 37 55.2% 2 3.0% 73,198 4.5% 41,016 56.0% 2,213 3.0%

病床数（総数）病院数（総数）

特定機能病院、地域医療支援病院の病院数と病床数



16第4回施設体系の在り方に関する検討会（和田委員提出資料より）（平成18年12月）

特定機能病院・地域医療支援病院・大学病院に対する認識
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推計患者数
（外来）

うち紹介あり うち紹介なし 施設数
一施設当たり「紹介
なし」の平均患者数

病院全体 1,866,400 246,300 1,620,100 9,026 179

特定機能病院 124,100 41,500 82,600 80 1,033

その他病院（上記以外） 1,681,300 189,000 1,492,300 8,840 169

単位 ：人、箇所

特定機能病院等における外来の推計患者数（紹介の有無別）

（資料）厚生労働省大臣官房統計情報部「患者調査」（平成17年）
「医療施設調査」（平成17年）

[参考] 外来患者数から見た特定機能病院の分布（平成17年度）
外来患者数が1日平均3000人超 ３病院

〃 1日平均2001～3000人 ２２病院
〃 1日平均1001～2000人 ４５病院
〃 1日平均1000人以下 １０病院 （医政局総務課調べ）
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国名 平均在院日数
人口千人当
たり病床数

病床百床当
たり医師数

人口千人当
たり医師数

病床百床当た
り看護職員数

人口千人当た
り看護職員数

日本 36.3 14.2 14.3 2.0 63.2 9.0

ドイツ 10.4 8.6 39.5 3.4 112.5 9.7

フランス 13.4 7.5 44.9 3.4 100.0 7.5

イギリス 7.2 4.0 57.0 2.3 226.8 9.2

アメリカ 6.5 3.3 73.3 2.4
233.0
(2002)

7.9
(2002)

（出典）「OECD Health Data 2006」
※病床百床当たりの医師数、病床百床当たりの看護職員数については医師数、看護職員数を病床数で単純に割って百をかけた数値である。
※平均在院日数の算定の対象病床はOECDの統計上、以下の範囲となっている。

日本：全病院の病床 ドイツ：急性期病床、精神病床、予防治療施設及びリハビリ施設の病床（ナーシングホームの病床を除く）
フランス：急性期病床、長期病床、精神病床、その他の病床 イギリス：NHS（National Health Service:国民保健サービス）の全病床
アメリカ：AHA（American Hospital Association:米国病院協会)に登録されている全病院の病床 （長期病床を除く）

医療提供体制の各国比較（２００４年）
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○ 我が国は、諸外国と比して人口当たり病床数が多いが、医療計画制度を導入
以降、上昇傾向に歯止めがかかっている。

人口当たりの病床数の国際比較
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人口千対

日本（病院の病床数） 日本（一般病床＋療養病床）※ 日本（一般病床）

イギリス ドイツ アメリカ

フランス

※ ２０００年までは旧医療法に規定する「その他の病床」であり、２００１・２００２年は「一般病床」、「療養病床」及び「経過
的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を含む。）を指す。
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平均在院日数の国際比較
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日

日本（全病床） 日本（療養病床＋一般病床）※ 日本（一般病床）

フランス イギリス ドイツ

アメリカ

○ 我が国の平均在院日数は、減少傾向にあるが、諸外国と比して長い。

※ ２０００年までは旧医療法に規定する「その他の病床」であり、２００１・２００２年は「一般病床」、「療養病床」及び「経過
的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を含む。）を指す。
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医療提供体制の現状
（医師）
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（資料）厚生労働省大臣官房統計情報部 「医師・歯科医師・薬剤師調査」
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○ 近年、医師国家試験の合格者は毎年7,600～7,700人程度であり、死亡等を除いても、
毎年3,500～4,000人程度増加。
（医師数） 平成10年 24.9万人 → 平成16年 27.0万人

○ 人口10万人対医師数についても毎年増加。

人口１０万人対医師数の年次推移

人



23

都道府県別にみた人口１０万人対医師数

○ 都道府県別に見て、人口10万人対医師数は134.2(埼玉県)から282.4(徳島県)まで存在。
（人口１０万人対従事医師数で見ると、129.4（埼玉県）から264.2（東京都）まで存在。）

○ しかし、平成10年から16年において、東京都、大阪府の医師が顕著に増加している事実はなく、医師が大都市に
一極集中しているとまでは必ずしもいえない。

人口10万人対医師数の

平成10年→平成16年の増加率

105.7％（175.0　→　184.9）

全国

東京

大阪

愛知

107.7%（196.6　→　211.7）

105.3％（264.4　→　278.4）

106.9％（228.9　→　244.6）

（参考） 総医師数

　　全国平均 … 211.7人

　　最大都道府県 … 徳島県（282.4人）

　　最小都道府県 … 埼玉県（134.2人）

　　最大と最小の差は、約2.1倍

注）　総医師数…医師・歯科医師・薬剤師調査に届け出た全ての医師の数
       従事医師数…総医師数のうち、医療機関（病院・診療所）に勤務する医師の数

出典：厚生労働省大臣官房統計情報部　
　　　  平成１６年　医師・歯科医師・薬剤師調査

(総医師数） (従事医師数）

全国 196.6 211.7 201
北海道 192.8 216.2 203.6
青森 168.3 173.7 164
岩手 168.8 179.1 167.9
宮城 184.7 201.0 188
秋田 177.1 193.2 181.9
山形 177.2 198.8 184.2
福島 167.5 178.1 171
茨城 136.4 150.0 142.3
栃木 181 200.2 189.8
群馬 187.9 201.4 192.2
埼玉 116.5 134.2 129.4
千葉 138.3 152.0 146
東京 264.4 278.4 264.2
神奈川 164.2 174.2 167.4
新潟 168.8 179.4 166.9
富山 207.6 230.4 213.6
石川 253.5 252.8 238.8
福井 197.1 212.4 202.7
山梨 180.8 193.0 186.8
長野 171.9 190.9 181.8
岐阜 156.8 171.3 165
静岡 157.7 174.9 168.5
愛知 175 184.9 174.9

平成１０年
(総医師数）

平成１６年

(総医師数） (従事医師数）

三重 175.6 184.3 176.8
滋賀 176.3 200.8 189.7
京都 262.9 274.8 258.3
大阪 228.9 244.6 231.2
兵庫 193.7 207.1 197.3
奈良 180.2 204.3 196.7
和歌山 221.4 247.8 236.8
鳥取 255.8 280.6 258.3
島根 228.1 253.0 238.1
岡山 237 258.8 246.3
広島 222.9 237.0 224.9
山口 216.6 237.9 224.1
徳島 263.3 282.4 262.4
香川 233.7 249.7 236.6
愛媛 219.3 233.2 223.9
高知 258.3 273.6 261.4
福岡 252.1 268.0 253.2
佐賀 209.7 228.2 216.4
長崎 237.8 262.5 247.2
熊本 239.7 247.5 235.4
大分 219.4 238.5 226.9
宮崎 199.2 218.4 206.9
鹿児島 211.7 224.3 212.9
沖縄 176.6 204.9 196.3

平成１６年平成１０年
(総医師数）
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（凡例）人口１０万人当たり医師数

人口１０万人当たり医師数の分布

（資料）厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成16年）

220以上240未満

240以上

200以上220未満

180以上200未満

180未満

：暫定的医師養成増対象県（人口１０万対２００未満、ただし１００km当たり医師数６０以上を除く）
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１００平方㎞当たり医師数の分布

140以上

80以上140未満

60以上80未満

40以上60未満

40未満

（凡例）１００平方㎞当たり医師数

：暫定的医師養成増対象県（人口１０万対２００未満、ただし１００km当たり医師数６０以上を除く）

（資料）厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成16年）
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二次医療圏別人口１０万人当たり従事医師数

各都道府県内においても、県庁所在地など人口当たりの医師数が多い地域と、郡部など少ない地域が見られる。

　　平成16年医師・歯科医師・薬剤師調査より作成　

都道府県
人口10万人当たり
従事医師数(県)

二次医療圏
人口10万人当たり
従事医師数(県内)

県内での差 都道府県
人口10万人当たり
従事医師数(県)

二次医療圏
人口10万人当たり
従事医師数(県内)

県内での差 都道府県
人口10万人当たり
従事医師数(県)

二次医療圏
人口10万人当たり
従事医師数(県内)

県内での差

上川中部 284.6 石川中央 303.0 県南東部 282.6

根室 95.8 能登北部 124.4 高梁・阿新 127.4

津軽地域 241.6 福井・坂井 276.2 呉 276.3

西北五地域 94.7 奥越 104.9 広島中央 174.3

盛岡 247.4 甲府地区 311.5 宇部・小野田 364.9

二戸 102.7 東部 93.8 萩 159.9

仙台 291.6 松本 295.5 東部Ⅰ 302.0

黒川（※1） 45.1 木曽 114.5 西部Ⅱ 179.2

秋田周辺 250.4 岐阜 213.7 高松 301.8

湯沢・雄勝 101.0 中濃 120.2 小豆 140.3

村山 225.6 西遠 219.8 松山 267.9

最上 126.3 北遠 84.7 今治 165.8

県北 223.4 尾張東部 317.1 中央 293.8

南会津 99.4 尾張中部 64.2 高幡 151.4

つくば 322.2 中勢伊賀 228.5 久留米 385.9

常陸太田・ひたちなか 80.1 東紀州 145.4 京築 126.0

県南 235.7 大津 307.4 中部 277.8

県西 118.4 甲賀 110.4 西部 149.9

前橋 368.6 京都・乙訓 341.4 長崎 318.4

太田・館林 131.8 山城南 104.2 上五島 106.0

西部第二 222.3 大阪市 315.2 熊本 352.8

児玉 84.8 中河内 163.5 阿蘇 109.9

安房 253.4 神戸 254.9 別杵速見 295.0

夷隅長生 84.3 西播磨 128.7 東国東 128.6

区中央部（※2） 1,190.6 中和 236.5 宮崎東諸県 283.3

西多摩 123.5 西和 146.4 西都児湯 114.4

川崎南部 232.8 和歌山 313.3 鹿児島 319.9

県央 116.6 那賀 146.8 熊毛 100.0

新潟 311.2 西部 351.9 南部 235.2

十日町 99.6 中部 176.7 宮古 149.7

富山 257.7 出雲 360.1 　　　※１　黒川（大和町、大郷町、富谷町、大衡村）

新川 167.5 雲南 133.4 　　　※２　区中央部（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区）

　　　※３　島しょ医療圏を除く。

212.9

196.3

247.2

235.4

226.9

206.9

236.8

258.3

146

246.3

224.9

224.1

262.4

213.6

238.8

202.7

186.8

181.8

165

168.5

174.9

176.8

189.7

167.4

166.9

142.3

189.8

192.2

129.4

203.6

164

167.9

188

181.9

184.2

171

4.0倍

2.4倍

2.5倍

1.8倍

2.5倍

236.6

223.9

261.4

愛媛県

高知県

2.4倍

2.6倍

3.0倍

2.6倍

3.1倍

1.5倍

2.0倍

2.8倍

2.6倍

3.0倍

9.6倍

2.0倍

1.6倍

1.9倍

熊本県

大分県

3.1倍

長崎県

愛知県 4.9倍

三重県 253.2

216.4

2.2倍

福岡県

佐賀県

石川県

福井県

1.9倍

3.0倍

2.2倍香川県

1.6倍

滋賀県 2.8倍

京都府

秋田県

山形県

福島県

1.6倍

3.2倍

2.3倍

鹿児島県 3.2倍

1.6倍

3.3倍

北海道

青森県

岩手県

宮城県

神奈川県

新潟県

富山県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

静岡県 2.6倍

奈良県
東京都
（※３）

茨城県

大阪府 1.9倍

258.3

264.2

長野県 2.6倍

岐阜県 1.8倍

197.3

196.7

島根県

沖縄県

宮崎県

238.1 2.7倍

山口県

6.5倍

和歌山県 2.1倍

鳥取県 2.0倍

兵庫県 2.0倍

231.2

2.3倍

徳島県 1.7倍

岡山県 2.2倍

広島県 1.6倍

山梨県 3.3倍
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施設毎の医師数の年次推移

病院（医
育機関
附属の病
院を除く）

医育機
関附属
の病院

診療所

介護
老人
保健
施設

教育・
研究・
行政
等

その
他

計

昭和30年 24,882 9,063 52,299 5,626 2,693 94,563

35 28,345 9,394 58,299 4,769 2,324 103,131

40 30,646 9,749 61,620 4,425 2,929 109,369

45 36,058 11,517 65,639 3,981 1,795 118,990

50 41,335 16,101 68,534 5,040 1,469 132,479

53 46,331 19,738 70,095 5,183 1,637 142,984

55 53,543 24,879 70,393 5,763 1,657 156,235

57 60,368 28,787 71,224 5,833 1,740 167,952

59 68,425 33,206 71,821 5,906 1,743 181,101

61 76,348 34,785 71,996 6,402 1,815 191,346

63 84,636 36,389 72,657 22 6,254 1,700 201,658

平成2年 90,823 37,942 75,032 204 6,196 1,600 211,797

4 96,782 39,063 75,653 349 6,219 1,638 219,704

6 102,665 40,747 77,441 861 6,929 1,876 230,519

8 107,036 41,163 82,098 1,128 7,577 1,906 240,908

10 111,999 41,101 83,833 1,838 7,777 2,063 248,611

12 112,743 41,845 88,613 2,114 8,154 2,323 255,792

14 115,993 43,138 90,443 2,315 8,611 2,187 262,687

16 120,260 43,423 92,985 2,668 8,607 2,428 270,371

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

昭和30年 40 50 55 59 63 4 8 12 16

医育機関附
属の病院

病院（医育機関附
属の病院を除く）

診療所

その他
教育・研究・行政

等

介護老人保健施

※教育・研究・行政等：医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生、医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者、行政機関・保健衛生施設の従事者
※その他：その他の業務の従事者、無職の者、不詳

（資料）厚生労働省大臣官房統計情報部 医師・歯科医師・薬剤師調査より
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臨床研修医在籍状況の推移

区 分 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

研修医
数

比率
研修医

数
比率

研修医
数

3,824

3,702

7,526

比率
研修医

数
比率

50.8

49.2

4,266

100.0

3,451

55.3

44.7

100.0

臨床研修
病院 2,237 27.4 3,262 44.1

大学病院 5,923 72.6 4,130 55.9

計 8,160 100.0 7,392 100.0 7,717

※ 研修医数については、各年度、国家試験合格発表後の厚生労働省医政局医事課調べの数字である。

※※ マッチ結果については、マッチング未参加者（自治医科大学、防衛医科大学校卒業生等）を含んでいない。
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小児科医数及び産婦人科医数の現状

小児人口１０,０００人当たり小児科医数 出生１０００人当たり産婦人科医師数推移

平成10年から平成16年において、小児科医数及び
小児1万人あたりの小児科医数は増加している。都道

府県別にみても、ほぼ全ての都道府県で増加している。
※ 小児科医数は、36県で増加、1県で増減無し、

10県で減少。（平成16年）

全国的には、産婦人科医は減少しているものの、出
生数あたりの産婦人科医は横ばい。

また、都道府県における産婦人科医の増減には差が
ある。（産婦人科医とは、産科及び産婦人科を主な診
療科として医療機関において従事している医師）

※ 産婦人科医数は、9県で増加、3県で増減無し、
35県で減少。（平成16年）

小児科医数と小児人口10000人当たり小児科医数

14156
14481 14677

1398913781
13346

6.5
7.0

7.3
7.6 8.0

8.3

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

平成6 8 10 12 14 16

小児科医数

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
小児10000人当たり

小児科医数

小児人口10000人
当たり小児科医数

厚生労働省大臣官房統計情報部医師・歯科医師・薬剤師調査

産婦人科医数と出生1000人当たり産婦人科医師数推移

1126411391 11269

10594
11034

11059

9.2 9.3 9.4 9.3
9.59.6
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産婦人科医数

出生１０００当た
り産婦人科医数

厚生労働省大臣官房統計情報部医師・歯科医師・薬剤師調査
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3.4

2.0

1.5
1.4

1.1
0.9

0.8
0.5 0.4

0.0
0.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

脳神経外科 整形外科 外科 胸部外科 内科 全臨床医 産婦人科 小児科 麻酔科 病理医 Family
Medicine

注1 米国データは、2004年6月現在の専門医数（米国では医師の約9割が専門医資格保有）
注2 日本データは、2002年末現在の医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく「主たる診療科名」
注3 米国ではInternal Medicine（161,000名）のほかにFamily Medicine（65,000名）がある。これを内
　　　科に含めた場合は、内科の日本の対米国医師比率は0.75となる
注4 米国には、Physician's AssistantやNurse Practitionerといった日本の医師業務の一部を
　　  担っている職種がいることや、診療科の分類が両国で異なることから、単純な比較は困難。
注5　米国では、診療科別のBoard（専門医認定委員会）が中心となって専門医認定の前提となるレジ
　　　 デントプログラムを定めている。各プログラムのレジデント数に制約があるため新規参入医師は
　　　 自由に専攻する診療科を選択することができない。
注6　病理医については、日本病理学会認定病理専門医の数（１９０１人）を用いた。
注7　第２回「医師の需給に関する検討会」の資料を一部改変した。

（呼吸器外科、
心臓血管外科）

公的統計では直接対応す
る診療科名がない。

米国の人口当たり医師数を１とした場合の日本の医師数
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病院勤務医と診療所勤務医の週当たりの従業時間の分布

○ 1週間当たりの病院勤務医の従業時間（常勤のみ）
全体（4077人）： 平均 約48時間

（無効回答601人）

※ 「実際の始業・就業時間」のうち、診療、他の
スタッフ等への教育、その他会議等の時間を従
業時間として算出。

○ 1週間当たりの診療所勤務医の従業時間（常

勤のみ）の平均は、病院勤務医の従業時間平均
（約48時間）を下回っている。

全体（536人）：（無効回答77人）

（資料）「医師需給に係る医師の勤務状況調査」
（「医師の需給に関する検討会」資料より）

「医師の需給推計について（研究総括中間報告）」
（「医師の需給に関する検討会報告書」参考資料より）

平 均 従 業 時 間 病 院 常 勤 医 師
男 性 女 性

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 - 8 0 -

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 -

年 齢 階 級年 齢 階 級 標 準 偏 差 付標 準 偏 差 付 赤 線赤 線 4 84 8 時 間時 間

（年齢）

（時間）

平 均 従 業 時 間 診 療 所 常 勤 医 師
男 性 女 性

年 齢 階 級年 齢 階 級 標 準 偏 差 付標 準 偏 差 付 赤 線赤 線 4 84 8 時 間時 間

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 - 8 0 -

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 - 8 0 - （年齢）

（時間） （時間）

（年齢）

（年齢）

（時間）

（注）赤線は48時間

（注）赤線は48時間
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

内科

外科

産婦人科

整形・形成
外科

その他

歯科

小児科

眼科

耳鼻咽喉
科

精神科（神
経科）

皮膚科

泌尿器科

麻酔科

内科

外科

産婦人科

整形・形成外科

医事関係訴訟事件の診療科目別新規受付件数

資料 ： 最高裁判所調べ（但し、平成17年の数値は速報値）
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平成15年 平成16年
平成16年

医師千人あたり
平成17年

内科 254 (24.6%) 280 (24.6%) 3.7件 256 (25.7%)

外科 239 (23.2%) 253 (22.2%) 9.8件 257 (24.9%)

産婦人科 138 (13.4%) 151 (13.2%) 11.8件 118 (11.4%)

小児科 22 ( 2.9%) 30 ( 2.6%) 2.0件 30 ( 2.9%)

資料： 最高裁判所調べ（但し、平成17年の数値は速報値）及び「医師・歯科医師・薬剤師調査（平成16年）」より算出

診療科別の医事関係訴訟件数
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医療提供体制の現状
（患者）
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かかり
つけ医
だから

医師に
紹介さ
れたか

ら

専門性
が高い
から

家族・
友人・
知人か
ら勧め
られた
から

交通の
便がよ
いから

広告、刊
行物、番
組、ｲﾝﾀ
ｰﾈｯﾄで

紹介され
ていたから

保健所
などの
行政機
関から
の情報

その他

外 来 100.0 94.7 (100.0) (40.9) (23.9) (27.2) (17.3) (33.1)

(39.2) (14.6) (19.1)

(38.1) (15.8) (25.6)

(1.3) (2.1) (7.7) 3.0 

特定機能病院 100.0 97.3 (100.0) (23.2) (50.0) (2.0) (1.2) (5.8) 1.2 

大 病 院 100.0 95.9 (100.0) (31.0) (36.7) (1.5) (1.9) (7.3) 2.2 

中 病 院 100.0 94.4 (100.0) (37.5) (25.8) (28.0) (16.7) (33.1) (1.1) (2.3) (8.5) 3.3 

小 病 院 100.0 94.8 (100.0) (45.2) (14.2) (26.8) (22.4) (35.3) (1.9) (1.8) (7.0) 3.0 

療養病床を有する病院 100.0 93.9 (100.0) (52.5) (12.7) (18.0) (17.4) (39.5) (1.1) (2.2) (7.8) 3.6 

入 院 100.0 94.1 (100.0) (32.9) (39.7) (23.3) (19.8) (27.6) (1.5) (3.6) (9.0) 4.4 

特定機能病院 100.0 97.2 (100.0) (23.2) (62.6) (37.5) (12.9) (16.0) (2.3) (1.1) (5.9) 1.5 

大 病 院 100.0 95.6 (100.0) (28.7) (49.7) (35.0) (16.5) (24.5) (2.0) (2.1) (8.8) 3.1 

中 病 院 100.0 94.8 (100.0) (33.0) (42.0) (28.5) (17.0) (27.2) (1.7) (2.6) (8.8) 3.5 

小 病 院 100.0 93.4 (100.0) (40.6) (26.1) (26.8) (21.7) (26.9) (2.4) (1.7) (8.8) 4.5 

療養病床を有する病院 100.0 93.1 (100.0) (34.1) (34.7) (15.3) (22.7) (30.0) (1.2) (5.0) (9.5) 5.5 

特にない総数 理由がある

医療機関を選択した理由

注：総数には無回答を含む。 （資料）厚生労働省大臣官房統計情報部「受療行動調査」（平成17年）
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62.4 28.6 7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身近な医院

地域の比較的大きな病院

遠くても大きな病院や専門病院

その他

わからない

「地域の比較的大きな病院」又は「遠くても大きな病院や専門病院」を選んだ理由
（２つまでを選択(n=846））

（％）

各種医療機器がそろっていると思うから ５２．２

３６．４

３５．９

２４．２

１３．２

どんな病気でも対応してくれるから

１０．２

はっきりした理由はないが大きな病院の方が何となく安心できるから

高い技術を持った専門医がいると思うから

身近な医院では症状が改善しにくいとき、自分が希望する他の医療機関を紹介し
て欲しいとはいいにくいから

これまでもずっとかかってきたから

問 仮に、あなたが身体の不調などで医療機関にかかるとしたら、最初にどのような医療機関にかかりますか。
一つだけ選んでください。(n=2,317)

最初にかかる医療機関について（埼玉県県政に関する世論調査（H13）より）
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◎ ２次救急医療施設に訪れる年齢別・重症度別の患者数

出典：日本医師会小児救急医療体制のあり方に関する検討委員会報告書（平成１４年）

◎平成１６年度東京都休日・全夜間診療事業（小児科）実績報告

来院患者総数 ３３万１６１５人

うち入院を要しなかった患者 ３１万５７５７人 （約９５％）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳 年齢不詳

軽症患者 中等・重症患者

小児2次救急医療機関を訪れる患者の症状
→ 90％以上は軽症患者

（人)

（都内５１施設二次小児救急医療での診療患者数）

軽症患者が
９０％以上



38

（％）

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

生命の危険があると思った 27.7 26.2 38.1 28.7 28.8

軽症や重症の判断がつかなかった 12.3 19.8 19.0 22.8 21.8

自力で歩ける状態でなかった 53.0 49.3 49.8 48.2 52.0

交通手段がなかった 3.3 4.7 2.2 2.8 3.6

どこの病院に行けばよいかわからなかった 3.5 5.0 7.3 7.3 8.1

家族・知人に勧められた 19.1 7.4 8.9 11.1 8.3

かかりつけの医師又は医療関係者に勧められた 7.7 6.4 9.5 7.8 7.3

病院へ連れて行ってくれる人がいなかった 7.5 7.4 5.7 7.8 7.0

かかりつけの病院が休診だった 1.2 0.7 0.6 0.9 0.8

夜間・休日で診察時間外だった 14.6 14.8 15.9 19.3 16.6

救急車は無料だから 1.7 0.0 1.4 0.4

救急車で病院に行った方が優先的に診てくれると思った 4.7 3.5 5.2 4.1

通院（又は入院）予定だった 0.3 0.2 0.4

その他 13.9 20.1 16.5 14.4 17.5

（資料）「消防に関する世論調査」東京消防庁（平成18年11月）

救急車の要請理由（5年間の推移）
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都道府県による医療機関（病院）の情報公表への取組状況例

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

医療機関の名称

医療機関の所在地

診療科目（標榜科目）

問い合わせ電話番号

診療日

休診日

診療時間

対応可能な予防接種の内容

バリアフリーの状況

救急医療対応の可否

対応可能な在宅医療の内容

セカンドオピニオン対応の可否

対応可能な疾患・治療内容

クリティカルパスの実施の有無

公表している 公表していない

（注）パーセント表示は、全都道府県に占める割合 （資料）医政局総務課調べ（平成１８年）

都道府県による医療機関（病院）の情報公表への取組状況例
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在宅医療
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115.9
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39.2
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23.3
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1955 60 65 70 73 75 80 83 84 87 90 93 96 99 2002 05（年）

（千人） 全施設 病院 診療所

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「患者調査」

往診を受けた外来患者数の年次推移
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32,135

30,065
28,323

24,769

38,717

27,852 26,626

41.0

38.0

33.7

28.2

42.3

27.3

29.4
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40,000
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昭和59年 昭和62年 平成５年 平成８年 平成１１年 平成１４年 平成１７年

0.0

5.0
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20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

往診実施施設数 往診を実施している施設（％）

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査・病院報告」
（注）平成5年までは、9月25日～10月1日までの間に往診を実施した一般診療所の割合、平成8年以降は、９月中に往診を実施した一般診療所の割合である。

往診を実施している一般診療所数
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在宅医療費と国民医療費

24,877

64,334

119,448

159,621

204,196

265,103
297,309 304,503

6,737

85

445

357

538

1,878

4,474

6,274

0 .3%

2 .2%
2 .1%

1 .7%

0 .9%

0 .3%

0 .7%

0 .3%
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400,000

1970（昭和45）年 1975（昭和50）年 1980（昭和55）年 1985（昭和60）年 1990（平成 2）年 1995（平成 7）年 2000（平成12）年 2002（平成14）年

年度

億円

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

在宅医療費が国民医療費に占
める割合

在宅医療費

在宅以外の国民医療費

在宅／国民

445 357 470 589 559 419 393

95

1,072
1,614

1,9121,119

2,593

4,032

4,200

75

249

209

232

85

67

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1970（昭和45）年 1975（昭和50）年 1980（昭和55）年 1985（昭和60）年 1990（平成 2）年 1995（平成 7）年 2000（平成12）年 2002（平成14）年

億円

その他

在宅療養指導管理料

訪問診療

往診

在宅医療費と国民医療費の推移

在宅医療費は、国民
医療費の２％強。

在宅医療費全体は、
近年、額・率ともに伸
びているが、その中心
は管理料や計画的な
訪問診療であり、
患家の求めに応じて
診療する「往診」は実
額ベースで２０年来横
ばいであり、ウエイト
は小さくなっている。

在宅医療費の内訳

注）国民医療費、社会医療診療行為別調査
（いずれも統計情報部）をもとに算出

在宅医療費と国民医療費の推移、在宅医療費の内訳
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か所

平成５年～１１年（１０月１日）：訪問看護実態調査（統計情報部）
平成１２年～１７年（１０月１日）：介護サービス施設・事業所調査（統計情報部）

他
14%

医療法人
48%

社会福祉
法人
10%

営利法人
11%

社団・財
団法人

17%

設置主体別割合

平成４年の訪問看護ステーションの制度化以来、訪問看護ステーションの件数は増加してきているが、
介護保険制度が導入された平成１２年以降の伸びは鈍化している。

訪問看護ステーション数の年次推移
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277

516

822

1,374

2,048

2,756

3,570

4,825

4,991
5,091

5,224
5,309

731

1,237

1,943 1,967

3,352

3,595
3,749

3,893
4,024

4,730

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年

訪問看護ステーション施設数

24時間連絡体制加算あり
（平成9年より開始）

（資料） 平成５年～１１年：訪問看護実態調査（統計情報部）
平成１２年～１７年：介護サービス施設・事業所調査（統計情報部）

24時間の連絡体制をとる訪問看護ステーション数の推移
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後期高齢者の増加
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人口ピラミッドの変化（2005，2030，2055） -平成18年中位推計-

0 50 100 150 200 250

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005年(実績) 2030年 2055年

75歳～
1,160( 9%)

65～74歳
1,407(11%)

15～64歳
8,409(66%)

～14歳
1,752(14%)

総人口
1億2,777万人

総人口
1億1,522万人

総人口
8,993万人

75歳～
2,266(20%)

75歳～
2,387(27%)

65～74歳
1,401(12%)

65～74歳
1,260(14%)

15～64歳
6,740(59%)

15～64歳
4,595(51%)

～14歳
1,115(10%)

～14歳
752(8%)

万人 万人 万人

歳歳 歳

2006年～
生まれ

2006年～
生まれ

注：2005年は国勢調査結果。総人口には年齢不詳人口を含むため、年齢階級別人口の合計と一致しない。
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２０２５年度高齢者数

２００５年度高齢者数

全国平均
546,213人（2005年度）
738,872人（2025年度）

単位：人

【資料】
２005年の高齢者人口については、総務省統計局「平成１７年国勢調査第１次基本集計（確定値）」
2025年の高齢者人口については、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成１４年３月推計）」

高齢者人口は、今後20年間、首都圏を始めとする都市部を中心に増加し、高齢者への

介護サービス量の増加が見込まれるとともに、高齢者の「住まい」の問題等への対応が不
可欠になる。

都道府県別高齢者数の増加状況
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26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 2 5 8 11 14
（昭和・年） （平成・年）

医療機関における死亡割合の年次推移

・　医療機関において死亡する者の割合は年々増加しており、昭和５１年に自宅で死亡する者の割合を
　上回り、更に近年では８割を超える水準となっている。

資料：「人口動態統計」（厚生労働省大臣官房統計情報部）

自宅で死亡する者の割合

医療機関で死亡する者の割合

医療機関における死亡割合の年次推移
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1,800

昭和2630 35 40 45 50 55 60 元 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6567

(千人)

実績値

推計値

平成52年(2040年)
１６６万人

平成

資料) 平成17年までは厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」
平成18年以降は社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」(出生中位・死亡中位)

死亡数の年次推移
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193 233 310 460 742 972 1,269
1,669

2,241
1,997

4,560
4,357

3,995

3,440

2,889

2,290

1,742

1,313

948688 5.2%
6.1%

15.5%

11.2%

12.9%

14.7%

16.2%

17.9%

19.7%

20.8% 21.2%
21.8%

22.5%

4.3% 4.6%

8.0%

9.1%

10.4%

12.0%

13.7%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年

一人暮らしの者（千人）

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

高齢者人口に

占める割合

一人暮らし高齢者（男） 一人暮らし高齢者（女）

高齢者人口に占める割合（男） 高齢者人口に占める割合（女）

推計値実績値

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来
推計」、「日本の将来推計人口」

今後、同居率の低下に伴い、高齢者の一人暮らし世帯が急速に増加 する。○

高齢一人暮らし世帯の増加
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○ 要介護者のうち１／２は、認知症（痴呆）の影響が認められ、今後、
認知症高齢者は急速に増加する。

１０．４１０．６１０．７１０．２９．３８．４７．６７．２６．７６．３

２０８２１２２０５１９２１７６１５７１３５１１１９０７９痴呆自立
度Ⅲ以上

痴呆自立
度Ⅱ以上

将来推
計

３．４

１４９

２００２

３．６

１６９

２００５

３．９

２０８

２０１０

４．１

２５０

２０１５

４．５

２８９

２０２０

５．７５．８５．８５．５５．１

３７８３８５３７６３５３３２３

２０４５２０４０２０３５２０３０２０２５

痴呆自立度Ⅲ以上

痴呆自立度Ⅱ以上

７９

（２５）

１４９

３１４

要介護者

要支援者

２８

（１５）

７３

２１０

居宅

認定申請時の所在（再掲） 単位：万人

その他の

施設

介護療養型
医療施設

老人保
健施設

特別養
護老人
ホーム

１１

（２）

８

（１）

１３

（４）

２０

（４）

１９１０２０２７
再
掲

３４１２２５３２総 数

要介護者の痴呆性老人
自立度
（2002年9月末現在）

※ 下段は、６５歳以上人口比（％）

認知症高齢者の増加
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152,988
161,612

171,267

182,280

194,091

206,611

220,916

235,992

251,893

266,568

283,822

298,912

314,192

330,916

346,069

363,747

13,083

29,455

42,071

54,380

68,547

85,635

103,017

132,446

162,180

190,457

211,395

233,536
244,627

254,918

269,524

282,513

150 715 2,300 3,730 6,587 10,706
18,180

24,479
31,228

38,444
45,272

50,804
56,383 61,563 65,167 67,032

383,326

297,769

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設） 施設数

老人保健施設
（介護老人保健施設） 施設数

ケアハウス 施設数

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設） 定員数

老人保健施設
（介護老人保健施設） 定員数

ケアハウス 定員数

（資料） 社会福祉施設等調査報告、老人保健施設調査、介護サービス施設・事業所調査

（人） （施設）

特別養護老人ホーム等の施設数、定員数の推移
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Ｈ１５

Ｈ１０

なるべく早く今まで通った（又は現在入院中の）医療機関に入院したい

なるべく早く緩和ケア病棟（終末期における症状を和らげることを目的とした病棟）に入院したい

自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい

自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい

自宅で最後まで療養したい

専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療を受けたい

老人ホームに入所したい

その他

わからない

無回答

「自宅」が６割。「最期まで」は１割

問 ご自身が痛みを伴い治る見込みがなく死期が迫っている場合、療養生活は最期までど
こで送りたいですか。

終末期医療に関する調査等
検討会報告書（Ｈ１６）より

自宅希望→

終末期における療養の場所
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問 最期までの自宅療養が実現困難であるとお考えになる具体的な理由をいくつでも
お答えください。
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家族の負担、症状急
変時の対応を心配

終末期医療に関する調査等
検討会報告書（Ｈ１６）より

（％）

自宅で最期まで療養することが困難な理由
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死亡時期の予測：ある程
度予測できていた

療養病床の病棟内で看
取る 53.3% 施設内で看取る 5.9% 施設内で看取る 19.4%

速やかに自院の一般病
床へ移す 26.9%

速やかに他の病院に移
す 5.2%

自院で支援する 50.0% 原則受け入れる 33.8% 原則受け入れる 69.1%

同一・関連法人で支援
する 19.3%

他の医療機関を紹介す
る 19.3%

【資料】「療養病床における医療・介護に関する調査報告書」（医療経済研究機構、平成17年３月）
　　　　付表：３施設における調査結果の比較表

83.4% 54.9%

介護療養型医療施設 老人保健施設 特別養護老人ホーム

73.1% 62.1% 71.8%

死亡が予想される
場合の基本方針

<患者・家族が在宅死を希望した場
合の対応>

<施設内死亡の希望の受け入れ> <施設内死亡の希望の受け入れ>

受け入れない 46.5% 受け入れない 13.5%

速やかに病院等に
移す

速やかに他の病院
に移す

○　利用者の死亡が予想される場合、介護療養型医療施設の約３割、老人保健施設の約８割、特別養
　護老人ホームの約５割が「速やかに病院等に移す」としており、「施設内で看取る」とする施設は介護
　療養型医療施設の約５割、老人保健施設の約６％、特別養護老人ホームの約２割である。

介護施設における看取りの状況
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関係資料
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医療法改正の経緯

終戦後：感染症等の急性期患者が中心の時代。医療へのフリーアクセス確保のため、
医療機関、医療従事者の量的な充実が急務

１９４８年 医療法制定 医療水準の確保を図るため病院の施設基準等を整備医療水準の確保を図るため病院の施設基準等を整備

高齢化の進展、疾病構造の変化（急性疾患→慢性疾患）。国民の意識の変化

量的整備がほぼ達成→医療機関の地域偏在の解消。医療施設の機能の体系化

医療の高度化・専門化，チーム医療の進展

１９８５年 第一次改正 医療計画の創設

１９９２年 第二次改正

１９９７年 第三次改正

２０００年 第四次改正

療養型病床群制度導入・特定機能病院制度導入

地域医療支援病院制度導入 （介護保険法と一体）

病床区分見直し（療養病床と一般病床 の区分）・

医療情報提供の推進・臨床研修必修化

２００６年 第五次改正 患者の視点に立った法構造の見直し、医療情報提供の
推進、医療計画制度の見直し、医師確保対策等
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病床区分に係る改正の経緯            
【制度当初（昭和 23 年）～】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【特例許可老人病棟の導入（昭和 58 年）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【療養型病床群制度の創設（平成 4 年）】 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

【一般病床、療養病床の創設（平成 12 年）】 
 
 
  
 

・ 高齢化の進展 

・ 疾病構造の変化 

 

精神病床       伝染病床       結核病床 その他の病床 

療養病床 

患者の病態にふさわしい医療を提供

精神病床       感染症病床     結核病床 一般病床 

長期にわたり療養を 

必要とする患者 

その他の病床 

 ・ 高齢化の進展、疾病構造の変化に対応するためには、老人のみならず、広く「長期療養を必要

とする患者」の医療に適した施設を作る必要が生じる。 

 

精神病床       伝染病床       結核病床 特例許可老人病棟 

その他の病床 

特例許可 
老人病棟

療養型

病床群 精神病床       感染症病床     結核病床 

   長期にわたり療養を

必要とする患者 

・ 少子高齢化に伴う疾病構造の変化により、長期にわたり療養を必要とする患者が増加。 
療養型病床群等の諸制度が創設されたものの、依然として様々な病態の患者が混在。 
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